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結成にいたる長い歩み 

 1979年12月 

 国連総会で長い討論の末に 

 全世界の女性たちの差別撤廃の願いをこめた 

 「女性に対するあらゆる形態の差別撤廃に関する条約」採択 

  

● 1985年、日本政府も女性差別撤廃条約を批准、 

      国内法として男女雇用機会均等法が制定。 

 



それから、今年で均等法制定21年 

 女性に対するあらゆる形態の差別撤廃に
向けて前進したのでしょうか？ 

  現在、働く女性たちを取り巻く状況は、よ
り厳しく非正規雇用化と貧困化が促進され
ました。多くの悲鳴が聞こえています。しか
し、その悲鳴がまだまだ国会には届いてい
ないのが現状です。 

 



1985年から現在まで 

 働く女性の全国センターの呼びかけ人は、
それぞれの場所で女性差別をなくすため
に活動を続けてきました。 



一人ひとりの活動 その1 

 一人の仲間は、女6500人のアンケートで

証言を集めセクシュアルハラスメントという
言葉を日本に定着させ法律もない時代か
ら裁判に立ち上がる女性たちをサポートし
続けてきました。 



一人ひとりの活動 その2 

 女性が中心の個人加入できる女性のため
のユニオンを作り、既存の組合では相手に
されなかったセクシュアルハラスメントや
パート差別、男女賃金差別などの職場に
おける女性差別に立ち向かい労働3 権

（団結権・団体交渉権・団体行動権）をふる
に行使して法律以上の解決をしてきました。 



一人ひとりの活動 その3 

 均等法の改正の中で男女別の賃金コース
がなくなった代わりに新たに生まれたコー
ス別人事制度（雇用管理区分）に対して会
社の労働組合の支援を得られない中で、
NGOを立ち上げ裁判の支援をして勝たせ
てきました。 



一人ひとりの活動 その4 

 夫からの暴力で働くことすら困難な女性た
ちの駆け込むシェルターの運動を通してド
メスティックバイオレンス防止法を成立させ
ました。 



一人ひとりの活動 その5 

 映像を通して差別と立ち向かう女性たちの
生き様を多くの女性たちに伝えています。 



一人ひとりの活動 その6 

 アジアの女性たちの現状と日本の女性た
ちの連携を作るために情報の集約と発信
をし続けています。 



一人ひとりの活動 その7 

 現在も自らの解雇に対して生活を守るた
めに闘いの途上です。 

 



一人からネットワークへ 

 私たち、呼びかけ人の一人ひとりが、さま
ざまなネットワークを通じて顔と顔が見える
関係でつながってきました。その中で、グ
ループを超えて共同した取り組みを経験し
てきました。 



鍵となったネットワーク その1 

 2004年9月アメリカのデトロイトで開催された日米働く女性の教育

ワークショップへの参加から始まった、働く女性の教育ネットワーク
では２年間で７回のワークショップの体験を共有化し、女性労働者の
エンパワーメントのための参加型の教育の重要性について実践を
通じて共有化して来ました。 



鍵となったネットワーク その2 

 昨年の均等法改正に向けて4回の院内集会を行なって
きたネットワークでは、働く女性の現状を国会議員に直
接届けました。その結果、働く仲間が国会審議の参考人
として証言にたちました。 



ネットワークからセンターへ 

 女性たちのネットワークを通じて、私たちは、小さ
い力ながらも情報の交換をし経験を共にし、議
論し、そして、共通した目的に向けて協力しあう
大切さを実感 

 昨年7月31日に第1回の準備会をして労働法制

の大幅な改悪が予想される中で、それに間に合
うようにと、多忙の中で全国から呼びかけ人が集
まり4回の準備会をして本日を迎えました。 

 



働く女性たちの現状 

 



働く女性の全国センターの目的 

★私たちは女性が元気に働き続けるために活動し
ます． 

★私たちは一人でも豊かに生活できる賃金を目指
します． 

★私たちは女性に対する差別と暴力の根絶を目指
します． 

★私たちは女性一人一人が尊重され，可能性を発
揮できる仕組みを目指します． 
 



私たちが取り組むこと 

 事業  

  1) 働く女性の個別紛争解決サポート 

  2) 調査研究 

  3) 情報の集約と提供 

  4) 政策提言 

  5) 教育啓発 

  6) その他，働く女性が必要とする全ての 

    活動 

 



働く女性の全国センターの構造 

個人加入を原則とします。 
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3年間で10000人の声を形に 

 一人がひとりに呼びかけましょう。 

 全国 津々浦々に全国センターへの 

 参加を呼びかけましょう 

 



一人ひとりの力でセンター 

を育てましょう！ 

  2007年1月20日  春 

  

私たちは大きな挑戦の一歩を歩みだす
ことを共に喜びたいと思います。 


